
様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等膳出書（保管事業者及び所有事業者用）

2023年7 月12日

金沢市長 殿

金沢市泉が丘2丁目9番3号
届出者

住所アサヒ株式会社
氏名 代議取締役朝倉宏太

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号（卿6)242-1鶴1紙
(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条I【

の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について
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保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’ 保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

廃棄物の型式等 保管の状況量

処分予

定

年月

台数又
は

容器の

数

濃度
区分

処理業者との

調整状況
分別・

混在の

別

漏れ等
の

おそれ

参考事項番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
亜量×台数）蕊製造省名 型式製造年月衣零号

容器の

性状

等
無

い
有

囲
の

’ ’’



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

廃棄物の種類 参考事項番号 総重量
（1台当たり
敢品×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数製造者名 型式 ｜製造年月 表示記号等

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
誼量×台数）

台数又は
容器の数

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合
三
里 処分を委託した場合

濃度
区分

参考事項番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり

蒐量×台数）蕊製造者名|型式|製青年|表零号
処分
年月日

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

藤江南ハイム所在事業場の名称|藤江南ﾊｲﾑ
所在事業場の所在地|石川県金沢市駅西本町6丁目'5番8号

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
取締役統括部長吉村誠一 076-242-1281

所在の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み
旦
學

濃度
区分

参考事項総重量
（1台当たり
璽最×台数）

製品の種類番号 定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数製造者名｜ 型式 製造年月表示記号等

未定 未定変圧器（トランス） 1台 148.0Kg 低濃度30KVA 三菱 SF-1 1 1982年 18n19/k9

｜未定 未定 1 台 低濃度変圧器（トランス） 8.3mg/k9290.0Kg75KVA

~

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
理由

所有開始
年月日

所有開始
場所

参考事項製品の種類 総重量
（1台当たり
璽量×台数）

番号 台数又は
容器の数

定格
容量 製造者名 型式 製造年月表示記号

等



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

製品の種類 参考事項番号 総重量
(1台当たり
爪侭×台数）蕊|製造者名｜ 型式製造年月|表零号

台数又は
容器の数

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例: 28-001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記栽されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記栽すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれjの欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16~ 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ピフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から’0日以内に提出す

ること。

27~ その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28~都道府県知事が定める部数を提出すること。



様式第一号(ー)

金沢市長

(第九条、第二十条及び第二十七条関係)
(第1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

ハ_1基ビフ工云ル廃棄物1ミ適張f処理の推進堤関する特別措置潅第8弐笈1項(法第15ホ及ぴ第19条において読み替えて準用する輸合を含む。)

殿

1

金沢市役所

令和 5年5.31
ご減第

受付

ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及ぴ氏名

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたボリ塩化ビフェニル廃棄物

号

番号 廃棄物の種類 定格喫造者名刑式腰造年月絵示記号等
容量

令和ξ一年と"27H
金沢市玉鉢4丁目170番の1
戦会赴旭グラビア製版センター

代表取締役■ト^

廃棄物の型式等

所
名

(法人にあ0ては、名称及び代表者の氏名)
電話番号

0▽6 -29/、 0022、

処分予定

年月 台数又は1総重量
容器の捌゜ム、

電話番号

濃度

区分 容器の1囲い等1分別・ 1漏れ等の
性状 1の有無1混在の別 1 おそれ

保管の状況

処分業者との

調整状況

(日本工業規格 A列4番)

参考事項

者
住
氏

出

量



②前年度中に新たに保管するとととなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

③前年度中に他の事業場Xは他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

定格

容量

番号 廃棄物の種類

製造者名

廃棄物の型式等

④前年度中に白ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

型式

定格

容量

番号

(第2面)

廃棄物の型式等

製造年打

製造者名

廃棄物の種類

型式

表示記号等

定格

容量

製造年月

台数又は

容器の数

製造者名

表示記号等

廃棄物の型式等

総重量
(1台当たり重

量X台数)

台数又は

容器の数

型式 1製造年月法示記号等

量

濃度

区分

総重
(1台当たり

重量X台剃

処分
年月日

濃度

区分

保管開始

年村日

保管終了

年月日

台数又は1総重

容器の数1.゜1ト

量

保管開始

理由

保管終了

理由

濃度

区分

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

参考事項

処分
年月日

自ら処分した場合

1処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託1
年"日 1

処分を委託した場合

参考事項

処分受託者の
名称

参考事項

量



2.ポリ塩化ビフェニノレ使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

獣)超タラどテ"版センタ、

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

金沢午

番号

艇、超?ラeア儒IXヌセン

製品の種類

午一/タ0 、 1

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

豆灯月>ス

(第3面)

キモ倉義、ー

定格

容量

番号

/0 にξ(ー-1/゜δWA1三、受、 1SF・下 11?13

製造者名

製品の型式等

製品の種類 参者事項

内

型式

定格

容量

製造年月

製造者名

表示記号等

製品の型式等

廃棄予定

年月

1製造年月型式

電話番号

廃棄の見込み

0▽ζ・ 29/、φ022._

処分業者との

朋整状況

表示記号等

又し分ま^

台数又は

容器の数

量

台数又は

個数

1総重量
住台当たり重

量X台剃

所有開始

理由

量

ノ、

/ 13'00'?・,

a台当たり重

量X台剃

所有開始

年月日

^

^
濃度

区分

修凋ミ

所有開始

揚所

参考事項

珍



2 ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

(挟)超7"ラ巳ア学版セ汐、

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

生シ大上玉鉾ψ、ル0-1

番号

住牟)忽7・ラごテ馳版セ.クー内

製品の種類

》 郡ルヲ入

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

(第3面)

定格

容量

番号

製造者名

製品の型式等

製品の種類

型式

定格

容量

製造年月

1製造者瑠

表示記号等

製品の型式等

廃棄予定

年月

型式

電話番号

廃棄の見込み

製造年月

処分業者との

調整状況

07ι一乙9/-0022_

表示記号等

処今毛で

台数又は

容譽の数

量

台数又は

個数

総重量
{1台封ψ重

量X台劃

量

総重量
a台当たり重

量X台劃

1 1乙ξbkフ・.

所有開始

年月日

濃度

区分

他寝直

所有開始

場所

参考事項

所有開始

理由
参考事項
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

備考

定格

容量

1.この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年座6月30日までに提出すること。
2.届出者や事業場に閲する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3.「保管事業場の鬚称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業揚を記入すること。
4.「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の伊上 28-001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
5.「廃棄物の種類」及ぴ「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6.「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号

等」を記入するとと。な浦、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること(例:不燃性油) 0

フ.「処分予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8.「量」の棡のうち、「台数又は窓器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機鴨については台数(個数)を、その他のものにっいては保管してぃる容器の
(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であ0ても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握する

ことができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。
9,「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器にっいては、 1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10.「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11.「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェ=ル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェ=ル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12.「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入司・ること
(例:「ドラム缶」、「なし」)。

13.「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周開の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14,「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の牙リ」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15.「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぽれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

製造者名

製品の型式等

型式 製造年月

(第4面)

参考事項
表示記号等

台数又は

容器の数

量

総重量
a台当たり重

量X台物

所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地



(第5面)
16.「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフ=ニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

フ.「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(伽上「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、ゆCB濃度△mg/k創、1

「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及ぴ製品にっいて、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
^ 0

8,「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
9.「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
0.「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
1.「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
2.「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品にっいては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号Xは第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23.「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とば、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニノレ使用製品をいう。

24.この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25.「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品にっいては

記載しなくて構わない。

26.この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分にっいての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあ0た日から10日以内に提出す
ること。

27.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28.都道府県知事が定める部数を提出すること。

ー
-
 
2
 
2
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第三十七条関係）
（第1m）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出害（保管事業者及び所有事業者用）

ZD方年と月3/R
金沢市長 殿

←

副I鮒肺進fI側18番地
届出者

株式会社浅田合金
住所

氏名 代表取諦役浅田次郎
電話番号震老李三罪曹駕苧表者岻名,

(法第15条及び第19条において読み替えて準照する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について
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Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
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■
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■
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■
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旧
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旧
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旧
旧

株式会社浅田合金

石川県金沢市進和町18

保管事業場の名称

I’保管事業場の所在地

|電話番号’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

’ 保管の状況量廃棄物の型式等
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（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由’’

番号 廃棄物の種類 総重量
（ 1台Hたり

mRx台数）

参考事項
製造年月 表悪日号

定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式

■
③前年度半に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

I ｜ 量廃棄物の型式等

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 廃棄物の種類 台数又は総重量

容器の数 :俶期
参考事項

蕊製造普名 型式 ｛ 月 等
製造年表示記号

－

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物
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自ら処分した場合 ’ 処分を委託した場合 ■■■■廃棄物の型式等

１

~

番号 廃棄物の種類 参考事項

|製腎年
定格

容量
処分

年月日

表示記号
等

処分委託
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(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

｜

’所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み製品の型式等 量

濃度
区分’

総重量
（1台当たり

砿最×台数）

参考事項番号 製品の種類 処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

廃棄予定

年月
定格
容量

製造者名 型式 製造年月表示記号
等

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等
私
１
．

Ｆ
師

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由I

参考事項総重量
（1台当たり
爪最×台数）

製品の種類番号 台数又は

容器の数製造者名 型式 ｜製造年月 表示記号等
定格
容量

rl l l ~ l i



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例5 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11~ 「保管の状況」として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15 「保管の状況」の桶のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考

番号 製品の種類

製品の型式等

定格
容量 製造者名 型式製造年月

表示記号

等

｜ ’

量

台数又は
容器の数

総重量
（1台当たり

砺騒×台数）

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項



(第5面）

16~ 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて柵わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の棚には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21 ~ 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24~ この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



産業廃棄物管理票（マニフエスト) E票
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年6 月20日

余沢市長 殿

届出者

住所金沢市蓮如町Tl番地

氏名 ㈱明輝建設(金沢ゴルフクラブ） 代表取締役山~F潤
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-229-1515

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条I[

の規定に基づき、令和 5 年度のボリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます．

1‘ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’ 保管事業場の名称 金沢ゴルフクラブ

’保管事業場の所在地 金沢市蓮如町丁l番地

’ ’ |電話番号電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 吉田宗市 076-229-1515

’保管の場所 1F機械室

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

’廃棄物の型式等 量 保管の状況
処分予
定

年月

台数又i
は ： 総重量

！ （ lfr野たし）

容器の1 1瞬減古数）
数

濃度

区分

処理業者との

調整状況
分別釦漏れ等

混在の の

別 ｜おそれ

番号 廃棄物の種類 参考事項

蕊 郷豊青名型式製遣年月表示記号等
容器の

性状

等
無

い
有

囲
の

~

~
~
~

－

‘ゞ"," ｜
－

リアクトル
即
幽
霊

稚
詫
分

１

囲い ｜

有、掲

示無
雄講 1975''"s5q22kva

環境開発と協

議中

Pcb-30

mg/k9
低濃度 なし 分別 なし1

一

’ ’



(第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ピフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

様式第一号（一）

令和ざ年6月。‘日
金沢市長 殿

届出喜所澱県脇榊哩咄篭'鍔鵡獅叫~3F
氏名執式蔀LT-ｲ荊一碓蒋雑井戸錘
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号O8Q-577-oo宮。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

旧工ｷｻｲﾃｨﾆ州ﾒが駅西庵保管事業場の名称

E)'l具金沢寺邸曲本時/丁目// -/f)保管事業場の所在地

|金尺営萸所準衛室室長鵬滉手 ｜ 電話番号 ’電話番号 o76-a2．-7338特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’操津鴫所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況
台数又は総重量

容器の数晶禦封
廃棄物の種類番号

鑿製造者名型式製造年腋示記号難
参考事項容器の 囲い等分別． 漏れ等の

性状の有無混在の別おそれ

輔噸

鰯縢裳騒器 調整キ褐､も 増､し
|i侮り 榊1 件し|駒鯲 撫寿巡期-可'9洲

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

量X台数）

廃棄物の種類番号 定格

容量

台数又は

容器の数

参考事項
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

三茨寝税

謁頚I僻穫圧器 低異庚脚陥 ム
ロ

Ｉ

fff"株式糊Z

言③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
皇
里

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり

重量x台数）

参考事項定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

■

垂

ａ

●

■

垂

●

寺

や

ａ

■

己

■

●

旬

昌

■

■

■

●

■

■

●

二

二④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

詞処分識者の 』
処分受託者の

名称

濃度

区分
台数又は：総重量

容器の数恕謬
廃棄物の種類番号

襄篶|製造者名
参考事項処分拠分後の廃棄物の

年月日；種類及び処分先
処分委託
年月日

処分
年月日

製造年月嬢示記号等型式

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

凸

H

I
~



(第3面）

2－ボLﾘｰ塩化ビヱェ=ZIz使用製品にヱコj==

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

所在の場所

言④前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量
■

■
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■
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■
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■

■

■

■

■
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■

■

■

■

甲

■

■

■

』

■

■

ｐ

ｂ

Ｕ

■

◆

■

や

■

士

や

ロ

毎

■

甲

口

＆

■

■

■

固

■

■

■

甲

■

■

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量x台数）

製品の種類 参考事項番号 廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況鑿i製造者名i 型式 i製造年月1菱示記号等
台数又は

個数

T g F

E ：
6 § ；

Z g
寺

凸

○

呂

曲

●

■

君

咀

与

・

■

寺

３

■

マ

ー

己

琶

一

口

口

上

■

ｐ

勺

■

●

居

■

●

耳

凸

○

呂

凸

●

■

凸

８

画

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｅ

■

叩

■

■

ｇ

・

二②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量
F
Z
2

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

製品の種類 参考事項番号

襄篁 1製儲名｛ 型式 {製造年月1表示記器
台数又は

容器の数

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

ｚ
●
Ｉ
●
■
凸
０
１
●
Ⅱ
■
Ｚ
Ｂ
９
Ｈ
●
■
日

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終r

年月日

所有終r

理由

移動先の所在の場所帷びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
製品の種類番号 総重量

(1台当たり重

量x台数）

参考事項定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

■
■
叩
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
寺
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｌ
Ｐ
■
■

I
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Ｆ

■

■

Ｆ

忠

■

■

■

■

ｐ

ｇ

■

■

■

■

け

ら

■

ｐ

■

■

■

’

’
1

届

1． この届州書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフエニル使川製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30Rまでに提IHすること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3~ 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記栽されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表水記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使川する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」 とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13~ 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて栂わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kgj 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「戚継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終r理由」及び「所有終r理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年ﾉ1日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3jj31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気下作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ピフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理栗の写しの送ｲ､j･のあった口又はその通知のあったロから10口以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。
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試験報 告書

第
2023

A2205577-001 ロ
弓
同
ロ年 3 月 27

様株式会社アイディオー

勺
ス
剛
暹

m!

社工オネツクス
一

09石川県金沢市東蚊爪町1-19-4

壜
076-238-9685 （直
試験責任者宮本

名PCB分析件 一

採取年月日 2023年3月 15 日

採取者荒井電気管理事務所荒井康成

試験名絶縁油PCB含有姓試験

採取場所石川県金沢市駅西本町1丁目1 1-10株式会社アイディオー

型式 三相変圧器RA-T

製造会社 三菱電機株式会社 製造番号 H200503

総壷毘
(kg)

出力
(定格容量）

製造年月日 1986年 l50kVA 455

御依頼を受けました試料についての試験結果は次のとおりです。

試験結ォ画試験項目 試験方法

絶縁油中のPCB簡易
定量法2．3. 1X

ボリ塩化ビフェニル (mg/1(g) 14

■ ■

以下余白

※分析方法：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法ﾏﾆｭｱﾙ(第3版）簡易定罷法2. 3． 1 (平成23年5月環境省）

PCB濃度が処理の目標基準(0. 5mg/kg)以下であるときは、 PCB廃棄物に該当しない。

(平成16年2月17日環廃産発第040217005号）

P(B濃度が処理の目標基準(0. 5mg/kg)を超えたときは、 PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。

(平成17年12月19日環廃産発第051219001号）

油量:90L

備考
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(第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

様式第一号（一）

令和 年 月 日

金沢市長 殿

届出者

住所 石川県金沢市並木町2-10
氏名 浅の川ハイム管理組合

理事長山下康代

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-233-7224

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。

／

）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第1
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 浅の川ハイム

石川県金沢市並木町2=10保管事業場の所在地

｜ 電話番号 ’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 山下康代 076-233-7224

’地下1階電気室保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

保管の状況廃棄物の型式等 量
処分

予定

年月

総重量
（1台当た

り重ix台

数）

濃度

区分

処分業者との

調轄状況
参考事項廃棄物の種類 台数又は

容器の数

容器の囲い等分別・ 漏れ等の

性状の有無混在のBIIおそれ

番号

麓製造者名 型式 製遣年月※滴‘号。
変圧器

(トランス）
低濃度 なし なし 混在 なし30kVA 東芝 Ps6-6DP-30A3昭和41年4月その他 1 195kg4-001

~



ゲリ

変圧器

(トランス） 低濃度 混在 ； なしFH75T6-75S : 1976年 ：その他 なし；なし75kVAi富士電機 l ; 460kg4-002

変圧器

(トランス） 低濃度 なし：なしI 混在 ： なし75KVA嬉士電機: FH75S6-75S : 1976年 ：その他 l : 382kg~4-003

(日本工業規格A列4番）

(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

’
１
１
１
１

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項廃棄物の種類番号 定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名： 型式 ｜製造年月 i表示記号等

■

■

■

■

■

凸

■

？

■

■

■

凸

■

、

■

甲

■

■

叩

凸

■

甲

■

■

■

。

■

甲

■

巳

叩

。

●

甲

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

~
~
~
~
~
~

固

■

甲

■

■

い

り

■

■

■

Ｕ

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｕ

■

■

■

■

Ｂ

■

■

■

②

■

■

１
１

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
１
１

－
１

ト
ー

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地~
~

廃棄物の種類 参考事項総重量
（1台当たり

重鮭x台数）

番号

駕雛調型式1製造年月|赫記号等
台数又は

容器の数

q
q

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合
サー1

1~11 処分を委託した場合
濃度

区分鑿|製造者籍型式;製造年月赫記騨
台数又は 総重量

（1台当たり
容器の数

重埜x台数）

廃棄物の種類 参考事項番号

蝋1駕蕊濡契？
処分委語処分受託者の
年月日 ； 名称

処分
年月日



■

日

■

ｑ

ｄ

ｑ

■

旬

日

■

日

■

Ⅱ

■

ｑ

４

８

■

ｇ

ａ

ｇ

■

~
~
~

■

●

日

●

？

■

心

●

５

９

■

■

ｐ

■

日

■

■

日

■

ｑ

日

■

■

■

＄

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

’
1

ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

電話番号

｜
I

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｑ

■

■

■

■

■

■

■

■

ｑ

■

■

■

■

■

■

ｑ

岨

■

ｑ

■

。

■

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項製品の種類 廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数

番号

襄鶯 |製造者名| 型式 |製造年月i赫記鶚

■■■■■
②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

｜ 所有開始 ｜ 参考事項 ’｜ 所有開始｜ 番号 ’ 所有開始製品の種類 製品の型式箸 量



年月日 場所 理由
総重量
(1台当たり重

鼠x台数）

台数又は

容器の数容量 |製造者名I 型式 |製造年月i赫記号等
■

勺

■

旧

■

■

旧

■

■

Ｕ

■

■

旧

■

■

旧

■

■

■

■

■

旧

■

■

■

■

■

■

■

■

(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

年月日

所有終了

理由
参考事項製品の種類 総重量

(1台当たり重

堂x台数）

番号

襄鬘 i雌都; 型式 ;製造年月|赫記需
台数又は

容器の数
固

■

い

■

■

■

旧

■

■

ｐ

■

■

旧

■

■

ｐ

■

■

ｐ

■

■

ｐ

■

■

■

■

■

■

■

■

５

口

■

■

ｐ

■

■

ｇ

■

■

■

叩

■

ｑ

甲

■

。

■

■

９

■

■

９

叩

■

９

■

■

甲

叩

■

９

叩

■

９

．

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例； 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記栽されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。
「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。
「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

備考 １

２

３

4

５

６

７

８

9



のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13~ 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14~ 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20. 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



第P-0511224004R-2号

告書試験結果報

2022年5月17日

浅の川ハイム管理組合様

2022年5月13日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

ー一一～四 匹ー画

受付区分：送付

｜低濃度PCB分析
｜絶縁油

試 験 の 結

試料情報

件 名

試験の対象

果
試験方法

PCB (mg/kg)

平成23年5月
環境省
大臣官房廃棄物･リサイクル
対策部産業廃棄物課

2(No.2)試料No

東京芝浦電気株式会社製造社名

~単相変圧器製品名
~~~

形式 PS6-6DP-30A3 絶縁汕中の微量PCBに関する
簡易測定法マニュアル
第3版2. 1. 1

製造番号

~製造年月
65607634

昭和41年4月
~~

「高濃度硫酸処理/シリカゲ
ルカラム分画/キャピラリー
ガスクロマトグラフ/電子補
縦型検出器(GC/ECD)法」

容量 30kVA

3.86600/210-105V電圧
~

一

195kg総重量

~57L油量

2022年5月12日採取年月日

石jll県金沢市並木町2-10採取場所

試料採取者

~

一般財団法人北陸電気保安協会
~

金沢地区本部金沢東サテライトオフィス
~~~~~

備 考

，当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月l1日)により、

［
絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5n19/kgを

超えているのでPCB汚染物に該当します。

･5000mg/k9以下は低濃度PCB汚染物、 5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。

※分析法検出~ﾄ限値(MDL) :0. 15mg/k9

｜

一一一

低濃度

PCB



閉
第P-0511224004R-3号

告書試験結果報

2022年5月17日

浅の川ハイム管理組合様

2022年5月13日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

囎
小分析所長

受付区分：送付

１
１
低濃度PCB分析

絶縁油

件 名

試験の対象

試 験 の 結 果
試験方法

PCB (mg/kg)試料情報

平成23年5月
環境省
大臣官房廃棄物･リサイクル
対策部産業廃棄物課

3(No.3)試料No

富士電機製造株式会社製造社名
~ ~

~

三相変圧器製品名

形式 FH75T6-75S 絶縁油中の微量PCBに関する
簡易測定法マニュアル
第3版2. 1. 1

~

製造番号 A660
~

1976年製造年月
~~ ~ ~

「高濃度硫酸処理/シリカゲ
ルカラム分画/キャピラリー
ガスクロマトグラフ/電子捕
獲型検出器(GC/ECD)法」

~~

容量 75kVA
一一一

296600/210V電圧
~ ~~ ~

460kg

170L

総重量

油量

~~12日2022年5月採取年月日
~

~

石川県金沢市並木町2－10採取場所
一一

~~

一般財団法人北陸電気保安協会試料採取者~ 一

－

金沢地区本部金沢東サテライトオフィス~~
~~

備 考

･当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、

絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを

超えているのでPCB汚染物に該当します。

･5000mg/k9以下は低濃度PCB汚染物、 5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。

※分析法検出下限値(MDL） ：0．15mg/k9

低濃度

PCB



第P-0511224004R-4号

告書試験結果報

2022年5月17日

浅の川ハイム管理組合様

2022年5月13日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

1

受付区分：送付

件 名

試験の対象 ’
低濃度PCB分析

絶縁油

試 験 の 結 果
試験方法

PCB(mg/kg)試料情報

平成23年5月
環境省
大臣官房廃棄物･リサイクル
対策部産業廃棄物課

4(No.4)試料No.

製造社名 富士電機製造株式会社

~~
単相変圧器製品名

絶縁油中の微量PCBに関する
簡易測定法マニュアル
第3版2. 1. 1

形式 FH75S6-75S
~－

A649製造番号

1976年製造年月

「高濃度硫酸処理/シリカゲ
ルカラム分画/キャピラリー
ガスクロマトグラフ/電子捕
穫型検出器(GC/ECD)法」

~

一

容量 75kVA
~~

~ ~6600/210-105V 38電圧

総重量

一

~~~~382kg
－－

l30L油量
~ ~~

~2022年5月12日
~

採取年月日
~

石川県金沢市並木町2-10採取場所
~~~

－－－一

一般財団法人北陸電気保安協会試料採取者

金沢地区本部金沢東サテライトオフィス
一一一一一

一■一

‘備 考

･当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、

’
絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを

超えているのでPCB汚染物に該当します。

･5000mg/k9以下は低濃度PCB汚染物、 5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。

※分析法検出下限値(ﾙIDL） ：0. 15mg/k9

低濃度

PCB



【浅の川ハイム】

句

一
一
一

･地下電気室内機器保管状況
ご′エ

(変圧器容量:単相30kVA)

刑t蝿
頓

･地下電気室内機器保管状況

(変圧器容量:三相50kVA)
~

"地下電気室内機器保管状況

(コンデンサ容量:三相30kVA)

~~~~ ~



【浅の川ハイム】

｡地下電気室内機器保管状況

(保管機器全台数）

一

心

"地下電気室内機器保管状況
~

(変圧器容量:単相75kVA)

~

~ ~~

.地下電気室内機器保管状況

(変圧器容量:三相75kVA)

~



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年6月27日

金沢市長村山卓様

届出者

住所東京都新宿区四谷一丁目6番1号
氏名朝日生命保険相互会社代表取締役社長木村博紀
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号03-4214-3111

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び号
の規定に基づき、令和4年度のボリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ボリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 朝日生命金沢ビル

金沢市南町6番1号保管事業場の所在地

｜ 電話番号 ’電話番号’ 03-4574-3014 (連絡先）建設技術役井上哲也特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’保管の場所 同上

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

保管の状況廃棄物の型式等 量

処分業者との

調整状況

処分予定

年月

濃度

区分
総重量
（1台当たり

璽肚x台数）

参考事項廃棄物の種類 囲い等分別． 漏れ等の

の有無混在の別おそれ

台数又は

容器の数

容器の

性状

番号 定格

容堂
製造者名 型式製造年月表示記号等

該当なし

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

保管開始

理由

濃度

区分

保管開始

年月日
総重量
(1台当たり重

儲x台数）

参考事項廃棄物の種類番号

襄鬘 i製造者名’ 型式 ｜製造年月|菱示記騨
台数又は

容器の数

PCB濃度

1.0mg/k9

変圧器

(トランス） 不明 ｜ ‘976年1辮需30kv& !富蕊機 低濃度1台 ; 190kg~04-1

PCB濃度

21mg/k9

製造番号
7650377

変圧器

(トランス） 75kv& I富垂薑機| 不明
1976年

1月
低濃度 電気設備の更新

により取り外し

保管

1台 : 460kg~04-2

R5.2. 18

PCB濃度

18mg/kg

製造番号
7650373

変圧器

(トランス）

1976年

1月400kVﾊ |富菫薑機I 不明 低濃度1台 | 1585kg04-3

PCB濃度

18mg/k9

製造番号
37650374

変圧器

(トランス）

1976年

1月300kv: |富蕊機 低濃度1台 | 1285kg不明04-4

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由
参考事項廃棄物の種類番号 総重量

（1台当たり

重量x台数）
襄鬘|雛都|型式1製造年月i篝示記号等

台数又は

容器の数
甲

守

守

■

９

１

日

■

■

。

。

■

。

Ｇ

■

４

９

？

■

ｅ

■

＆

９

年

＆

ザ

守

り

９

甲

■

■

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

該当なし



④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等 量

濃度

区分’
総重量
（1台当たり

重量x台数）

参考事項廃棄物の種類番号

襄鶯|製造者名
台数又は

容器の数

処分後の廃棄物の

種類及び処分先

処分委託1処分受託者の
年月日 ！ 名称

処分
年月日

処分
年月日製造年月型式 表示記号等

変圧器

（トラン

ス）
75kwI I富鍾機

PCB濃度
18mg/k9

1980年

3月

鵬
度

製造番号
AOO150T1

不明 《
ロ－ 470kg23－1

変圧器

（トラン

ス）
'00kvA| 臺壼

PCB濃度

14mg/k9

鵬
度

製造番号
1A0262

1988年FHB-SO 一
口

１

280kg24－1

変圧器

（トラン

ス）

富士電機

製造

PCB濃度

l.0mg/k9
製造番号
7650376

低濃
度

不明 1976年30kVA 1台 190kg04－1

オオノ開發㈱R5.3. 1 R5. 3. 12

変圧器

（トラン

ス）

1976年

1月

PCB濃度

21mg/k9

富士電機

製造

製造番号
7650377

鵬
度不明 1台75kVA 460kg04－2

’
変圧器

（トラン

ス）
不明 ｜ ‘狸年|籍寵

富士電機
400kVA

製造

PCB濃度

18mg/k9

低濃
度

《
ロ－ 1585kg04-3

変圧器

（トラン

ス）

1976年

1月
300kVA!富士電機

i 製造

PCB濃度
18mg/k9

製造番号
37650374

鵬
度不明 《

口
１

1285kg04－4



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称 朝日生命金沢ピル

所在事業場の所在地 金沢市南町6番1号

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項製品の種類番号

襄騨製造者名# 型式 1製造年月|赫記騨
凸

エ
●

1

1 ．；

廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数

I

I
該当なし

Ｆ
ｐ
Ｂ
Ｆ
■
■
Ｂ
Ｐ
Ｐ
■
■
■
■
■
■
叩
■
Ｕ
叩
■
▽
。

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量
~§

１
２ 所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項製品の種類番号

襄鬘 |製造者名i 型式 i製造年月|赫記号等
台数又は

容器の数

■
１
１
Ｒ
Ｉ
１
８
１
１
Ｅ
１
１
ｌ
８
Ｉ
８

ｇ
８
８
８
１
８
８
８
８
ｇ
８
Ｅ
８
８
Ｂ

Ｂ
ｇ
８
Ｅ
ｇ
８
Ｅ
■
§
Ｅ
Ｅ
８
Ｂ
ｆ
Ｂ

口

守

■

寺

●

●

。

＆

●

守

口

・

守

４

冬

■

＆

●

▽

や

●

守

凸

■

■

■

●

▽

句

■

。

■

■

■

Ｄ

Ｐ

■

ｐ

●

ｐ

Ｄ

－

Ｂ

ｐ

寺

ｐ

Ｆ

ｐ

ら

Ｐ

。

＆

Ｆ

Ｐ

■

ザ

●

＆

ｒ

■

ｐ

■

該当なし



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

年月日

所有終了

理由
参考事項製品の種類 総重量

(1台当たり重

量x台数）

番号 定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｑ

■

■

■

■

旧

■

■

■

■

■

■

■

ｑ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

該当なし

1~ この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30Rまでに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5~ 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ピフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21~ 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24~ この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ピフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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産業廃棄物管理票（マニフェスト)E票
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寅付年月日■付年月
鐸 |氏魯鏥’ ◆
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年

一|壷ｲ幡号’ ざ|整蕊番号 欠八輯
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住所〒 ~電話番号
争

:ず‘-稗{I4lI__,j _3WjL/q
ﾛ
ヴ

地〒 電話番号

Z'-{ #If '1由ごjt、 ／一』
口種類(特別管理産業廃棄物）

□7000引火性廃油｜ロブ424燃えがら(有害1

荷姿

ハーフ

.. ~ ･口種類(普通の産業廃棄物）

0100燃えがら □1200金属くず

0200汚泥 ~□1300剖騒･圃酷くず
0300磨由 □1400鉱さい

0400廃酸 □I500がれき類 ~
0500廃アルカリ ロ1600家畜のふん尿

0600馬ﾌﾗｽﾁｯｸ類□1700家畜の死体

07叩紙くず □1800ぱいじん
0800木くず ~ □1900 13号廃棄物

q900繊維くず □4000動物系固形不要物
1000動植物性残さ□

I 100ゴムくま □

帥

□4000動物系固形不要物

~□

数量(及び皇位）
L・‘ ′ 、4 ． . Ig. 'ノ

~
一
脚
一
帥
一
伽
一
脚
一
蜘
一
伽
一
伽
一
伽
一
恥
師

産

業

廃

棄

物

4イ1／f５
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８
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０
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肌
一
馴
一
帥
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２

４

’

４

７

７

口
□

7425
I．

剛
而
而
而
顧
雨

70 廃油(有害）

7426汚泥(有害）

7427廃酸(有害）

7428廃アルカリ(有害l

7429ぱいじん侑害I

7430 13号廃妻物(有害I

10引火性廃油(有割

7100強酸

7110強酸(有害）

7200強アルカリ

7210強アルカリ(有割

7300感染性廃棄物

産業廃棄物の名称

4"" r"1， ， 1 j'､ !執,ﾔV~ 1: rLI>
凸
Ｐ
巾
Ｏ
Ｂ
▲

~

有害物質等

PL6

処分方法

くす ．‘|』
中
間
処
理
業
者
／
最
終
処
分
業
者
８
１
↓
排
出
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者

□7"0廃水銀等 備考・通信欄

画趣'’ ノー ｜

_□一二一－′」
□

74IoPCB等

7421廃石綿等

7422指定下水汚泥

7423鉱さい(有害）
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え
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照
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平成 年 月 日

平成 年 月 日



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年7月6日

金沢市長村山卓様

届出者

住所東京都新宿区四谷一丁目6番1号
氏名朝日生命保険相互会社代表取締役社長木村博紀
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号03-4214-3111

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び倉
の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 朝日生命金沢第3ビル

保管事業場の所在地 金沢市尾山町1番3号

’ ｜ 電話番号 ’電話番号 03-4574-3014 (連絡先）建設技術役井上哲也特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’保管の場所 同上

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

保管の状況廃棄物の型式等 量

処分業者との

調整状況

処分予定

年月

濃度

区分
総重量
（1台当たり

重母x台数）

参考事項廃棄物の種類番号 漏れ等の

おそれ蕊製造者籍
台数又は

容器の数

容器の

性状

等
無

い
有

囲
の

分別・

混在の別
型式 製造年月 表示記号等

該当なし

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

保管開始

理由

濃度

区分

保管開始

年月日
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項廃棄物の種類番号 台数又は

容器の数蕊I製造者名I 型式 ｜製造年月1表示記鶚
■

■

■

■

■

■

■

ｑ

■

■

■

■

凸

。

■

４

９

■

４

９

■

■

■

■

■

。

■

■

■

■

■

■

■

■

凸

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｂ

ｑ

Ｕ

■

■

甲

■

■

■

凸

ａ

該当なし
~

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

保管終了

年月日

保管終了

理由

濃度

区分

~~

参考事項廃棄物の種類 総重量
（1台当たり

重量x台数）

番号 台数又は

容器の数襄鬘|鮎訓型式 製造年月法示記号等

で

？

■

ザ

■

■

ザ

”

。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

旬

叩

■

■

■

■

１
１該当なし
！
■

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等
皇
里

濃度

区分
総重量
（1台当たり

霞量x台数）

参考事項廃棄物の種類番号 台数又は

容器の数爵製造者名|型式Z

】

処分後の廃棄物の

種類及び処分先 弾需Ei処分毫讓者の
処分
年月日

処分
年月日製造年月 表示記号等

■

Ｕ

■

■

▽

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ワ

■

■

■

■

ｇ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

旧

■

■

■

■

■

■

■

■

■

。

■

■

ｇ

■

■

■

■

■

。

■

■

ｇ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

。

■

。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

凸

PCB濃度

0.86mg/k9
1986年製造番号
7月 |86505313

コンデンサー

(3kg以上）

雌
度

一

Ｒ

Ｒ

２

Ｔ
Ｊ

Ｒ

６

Ｂ

Ａ
50kVAI 東芝 R5.3. 1 :オオノ開發㈱今

ロ－ R5.3. 1218kg04－1

■

■

■

旬

日

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｕ

■

凸

■

■

凸

■

■

■

■

■

1986年製造番号
10月 ；86507360

PCB濃度
0.63mg/k9

鵬
度

コンデンサー

(3kg以上）

BRTR-

A6J2R
東芝 同上 同上同上50kVA 1台 : 18kg04－2

※隣接する朝日生命金沢ビルと同時に処分



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称 朝日生命金沢第3ピル

金沢市尾山町1番3号所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 量製品の型式等
■

■

■

■

■

ｑ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｑ

■

■

■

■

■

ｑ

■

■

■

■

■

ｑ

■

ｑ

ｑ

■

ｑ

ｑ

■

ｑ

ｑ

■

■

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量X台数）

参考事項製品の種類番号 廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数鑿|製造者名I 型式 製造年月i表示記号等

該当なし

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項製品の種類番号 定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月I表示記号等

該当なし



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

理由

所有終了

年月日
参考事項製品の種類 総重量

(1台当たり篭

世x台数）

番号 定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名I 型式 製造年月俵示記号等

■

■

ｇ

■

■

ｑ

■

５

句

■

ｇ

■

■

■

ｑ

■

。

■

■

■

■

９

口

■

■

ｇ

■

ｑ

１

８

口

勺

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
巳
巳
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

＆

Ｈ

ｕ

ｇ

■

■

■

８

９

８

日

８

■

■

画

廿

日

日

芯

与

ｑ

Ｉ

０

ご

■

■

■

■

Ｄ

Ｂ

■

■

、

■

甲

■

■

凸

ｐ

■

守

口

Ｆ

Ｄ

■

●

■

■

８

町

■

凸

■

■

■

■

■

■

■

■

■

●

●

●

■

■

■

■

■

。

■

●

■

■

●

凸

■

■

■

。

■

■

■

■

ロ

■

ｑ

■

ｇ

■

ｅ

■

ら

Ｂ

●

Ｇ

●

守

ら

ｅ

ｓ

ｅ

●

ひ

り

●

ｅ

巳

■

早

●

●

●

●

◆

①

守

る

６

口

●

品

■

該当なし

1~ この届出書は、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5~ 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kgj 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25~ 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。



－

１産業廃棄物管理票（マニフェスト)D票
1蕊遷誇｜

事へ名称 告
雑 ャ

名称

幸

（排出

扉交棚号交付番号 2139｡4939囎 交付担当者交付年月日
琴′』溺年＞月
氏名又は名称

側心今
事
桑
増
）

事

業

場

今訊鋤#剛陶順猫X雌‐（
排
出
者
）

事

業

者

Kに し
電話番号電話番号住所〒 所在地〒

鰔干沸剥I加 06巻E-1m勝一乱 ／も画 Z, IA､陸脈銅幽6番/壱
仮

口種類(特別管理産業廃棄物）

□70”引火性廃油□7424燃えがら(有害）

□7010引火性廃油(有割□7425廃油(有害）

撚驍鰐鍵州釧荷姿
も 一

議跡l(lﾙ§.激ｳﾊﾊ.惚州ﾊブ

口種類(普通の産業廃棄物）

DoIoo燃えがら □l200金属くず
．0200汚泥 □1300猟ﾖ.賊署くず

産

業

廃

棄

物

産

｜
帥
師
一
触
一
伽
一
恥

６２４７口7426

産瀧習蔑紙
口
一
口
□
｜
□
｜
□
□

71"強酸

7110強酸(有害）

72伽強アルカリ

7210箇アルカリ侑害1

7300感染性廃棄物

7410PCB等

汚泥(有害）

7427廃酸(有害）

7428廃アルカリ侑害

7429ばいじん(有害）

7430 13号廃棄物侑害’

7440廃水銀等

400鉱さし

5”がれき類

600家畜のふん尿

700家畜の死体

l800ぱいじん

1900 13号廃棄物

0300廃油

0400廃酸

0500廃アルカリ

"00廃プラスチク頚

0700紙くず

処
分
業
者
‐
ｌ
↓
排
出
事
業
者

毛蝋州終穐
処分方法

舷ろ
有害物質等

PPcI3
□0800木くず 備考・通信欄

４
．
．
４

ｊ

ｆ

ｌ

回
国泥

需
糯

/傘 □0900繊維くず ｣□742'廃石綿等
’□7422指定下水汚泥

■'4000動物系固形不宴物 〃へ『吟6－｛

/“今14ド狸V□1000動植物性残さ ~~~~■

□7423鉱さい(有害） □□□7423鉱さい(有害）■I 100ゴム〈ず □■
－

中間処理

課廃棄物

産中

管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号(登録番号）

口帳簿記載のとおり －一一一-一一一一一-一
遷
一

名称／所在地／電話番号

園委託契約書記載のとおり
口当欄記載のとおり

最終処分

の場所
一

九
〒
撤

蝋
》
我

（
処
分
事
巣
潮
）

返
撤
先
の
事
業
零叩 、

り
境
川

氏名又は名称

住所〒

侭I發秩雌,‘‐束,二K1月Ⅷ’ノ
79／“｡／廼話番号豆”-ン虎域/'／

二・『,1人､a茎制､座1刎独//I

運
搬
受
託
者

＃

;,. ！:jWN:976．鍋7L･髄融冒

名称

一三宣言‐ご~ご宣言三氏名又は名称オル{j脚脳公赴
住所〒7ﾀ/-〃2湾電話番号うぐ彰一 γ,シー ゾ解学

会鯏拙1W紺地J僻枇

麓鰯麓' &IMaIJ""W査 廉
(受託者の氏名又は名称｜

オオノ開發㈱上田(処分担当者の氏名 上田

処
分
受
託
者

又

は

保

管

讃

替

え

所在地〒在地〒

数I 1(及び単位
搬

年月日 竿奈2｡を3月7日有”拾麺
運掘の受託

2“う
毎年う月|増

最綴処分

健了年月日

分

年月日徹処分の受託 複

製

を

禁

ま

す

類

似

品

に

注

意

だ

〕

平成 筐月 日

(委託契約書記載の場所にあっては甕寂凋書記載の番号）名称／所在地／電話番号 『

最終処分を

行った場所

「

直行用） 発行元：公茶社団注人全国産業廃棄物連合会 ノL

照
合
確
認

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日



~

産業廃棄物管理票（マニフエスト)E票
。

~ ~

|氏急差｜ ’鼬3”49鮒41意’ 5’
●、

ソ青
■一 灸八~｛

一
C

p－e

整理番号 交付担当者交付年月日 交付番号
葎~ ，年,月：日

燕

出

事

拳

蕩

）

事

業

~

~

場

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

１
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
，
‐
‐
‐
‐
い
‐
‐
‐
‐
‐

|名”氏名又は名称、 ~~i ' | /IJA! ト ､~ 1,I_._ 1 , …_一＆ ､ . t・ 1 ，

住所〒 、 ~電話番号

:琴､鋤;|,‘ !｛一. !， ‐軸1<: 入／割

（
排
出
者
）

事

業

者

ﾉ、 ；
1
－J

1 . 1 ｐ
ｒ

所在地〒 電話番号

〆‘ ~I洲…ャ ’Ⅷ』6ゞ '‘ ／一’

|蕊量孚び亭F1 ‘”寺

I"M『 ， ~

口種類(特別管理産業廃棄物）

□7000引火性廃油□7424燃えがら(有害1

ﾘ管理産業廃棄物）

□7424燃えがら(有害1

口7425廃油(有害1

荷姿

八7

~・乎口種類(普通の産業廃棄物）

0100燃えがら .DI200金属くず

0200汚泥 ~□'300乳溺･陶職くず
0300廃油 □400鉱さい

0400廃酸 □1500がれき類 、

0500廃アルカリ ロ|600家畜のふん尿
0600廃ﾌﾗ・ｽﾁｯｸ類□'700家畜の死体

07叩紙くず □'80Oぱいじん

0800木くず ‐ □'900 13号廃棄物
0900繊維くず n4000動物系固形不要物

｜ロー□一口一□｜口一口一口一口｜口

伽一脚一脚一伽師

一
□

産

業

廃

棄

物

7OIO引火性廃油(有害｝

7100強酸

71 10強酸(有害）

7200強アルカリ

7210強ｱﾙｶﾘ.侑割

7300感染性廃棄物

74IoPCB等

7421廃石綿等

7422指定下水汚泥

|産業廃棄物の名称
川副 『e i, ,いず、 Mキ〈,' ~ ル､！

１
１

害

害

惰
晴

泥
酸

汚

廃

６

７

２

２

４

４

７

７

ロ
ロ

｜
中
間
処
理
業
者
〆
最
終
処
分
業
者
‐
ｌ
↓
排
出
事
業
者
／
中
間
処
理
業
者~

有害物質等

Pし iう

処分方法
d o
8一

《ラ ー‘'」I

7428廃ｱﾙｶﾘI有害l l
7429ぱいじん侑害1

7430 13号廃棄物(有害1

7440廃水銀等

□0600廃ﾌﾗ・ｽﾁｯｸ蕊

□07叩紙くず
備考通信欄□0800木くず ‐

□q90b繊維くず
□'000動植物性残さ

＝FⅡ

□' '00~ゴム〈ず □7423鉱さい(有害） □□

’
－

*間処理

豊業廃棄物

中鄙

産業廃

ゴ
令巳一。

管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号(登録番号）

皀蕊蕊蕊ﾘﾆL二二二二二二二二二二二浜一言一一一~一一‐口帳簿記載のとおり

_一 = 望 一一一一歯式一

名称／所在地／電話番号

団委託契約書記載のとおり

口当欄記載のと.おり

最終処分

の場所
一

名称オォノ |41餐馴/、
所在地〒 ， ，／ ‐ ／ 電話番号

~ 1， ｜ 、_ i _ ｝』ー丈1 1_ _.. : ! ' jん『

氏名又は名称

鱸㈱余鮫獺雛織 （
処
分
事
業
場
）

運
鐡
先
の
事
業
場

運
搬
受
託
者

1.2(，
←必堅律

Ⅶ零謂静獅騨鯛峨峨~
; i!) j ･"i l)洲蝸'ﾉｰ職陥巳

‘I △

住所~〒

名称氏名又は名称~

ズル1,侭;ﾙｰ{､、 ‐
一一

処
分
受
託
者

受

又

は

保

管

ｉ

’

’

一

〆

、

、

積

替

え

『

１

１

ー可 一

一一一グー

一一一二
ノ， 《、ノ 在地住所〒〃／ 、背ざ電話番号

託 ，綴
者 箭． 、~l. 1 1 ､~ 、 イ リ

職｡鍼匿麗鰯鬮 ~ ､！｡ｰ ←(運搬担当者の氏名） 一 症

所

~~

lノ
９
日
″
皿
ひ
ざ

父

争
ｄ
Ｅ
ｂ

ｌ

-4一一一一一
卜

数量(及び単位）割
坐

、

。

有価物恰纂aイ
運擬の蕊モ 、、

乱､塑一、 ！’、 農了年月･日|孝懇

罷篭鰯溺ｵｵﾉ開
名称／所在地／電話番号

=ﾌ年.R~1日

ﾕｸﾉう
蔀 年う月I鞄

ノ『

:黙:1。:シダ‘羽茂 年う月ﾉ碁
－

露

ロ

ー
華

万

辨

寺

処分の躍冊 複
製
を
琴
し
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

夕

、

最終処分を

行った場繭
TEIz ･089-966-4141

ノ

(直行用） 発行元：公益社団法人全国産業廃棄物連合会

照
合
確
認

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

ざ一年≦忠、日
金沢市長 殿

一’上
/毫仏届出者

住所

氏名

電話番号電話番号
(怯人にあっては び代表者の

｡ｼ6－ﾉﾀ6-〃kグ
(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k

の規定に某づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

）

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

有限会社あすなる保管事業場の名称

保管事業場の所在地 石川県金沢市寺中町イ82-1

’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 取締役北秀春 076-266-0647

’’ ’石川県金沢市寺中町イ82－1保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

量 保管の状況廃棄物の型式等

処分予

定

年月定格 製造者名 型式
容量 ’ 製造年月表零号

台数又
は

容器の

数

濃度

区分

処理業者との

調整状況
分別・

混在の

別

漏れ等

の

おそれ

’ 参考事項｜ 総重量
； （ 1台判たり

電凰×台散）

番号 廃棄物の種類 容器の

性状
等
無

い
有

囲
の

■
■

ト

’ ~’ ’
(日本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始

年月日
保管開始
理由

番号 廃棄物の種類 台数又は 総重量

容器の数紙淵容量 製造者名｜ 型式
参考事項表示記号

等
製造年月

■■■

■■ ｜ ’
｜

’
③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

量廃棄物の型式等
濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地製造者名

’

鱗織
番号 廃棄物の種類 参考事項

’
定格

容量
製造年
月

表示記号
等

型式

■ ’
④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

量 自ら処分した場合 処分を委託した場合 ’廃棄物の型式等
濃度
区分’ 津蕊，

咽最×台数）

処分受託者の 処分

年月日名称

番号 廃棄物の種類 参考事項定格

容量

処分
年月日

表示記号
等

台数又は

容器の数
処分後の廃棄物の

種類及び処分先
処分委託

年月日
製造者名

l""'秒｡ ’20"Fマルコ
〆

DF
､中間貯蔵．環境‘良』、

10 ~安全事業(株) ノーか）
~
~
~

コンデンサー

(3kg未満）

解
度"W~| 不明

DF 1 fT 0.96 kg1 R5.2

■ ’ ’
I



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号I
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

’所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 量製品の型式等
濃度
区分’

総重量
（1台当たり

ili賊×台数）

参考事項製品の種類番号 廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は

容器の数
定格
容量 製造者名 型式 ｜製造年月表示記号等

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等
『三L

I翼

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

’’
参考事項総重量

(1台当たり
耐峨×台数）

製品の種類番号 台数又は
容器の数製造者名｜ 型式 製造年月表示記号等

定格
容量

~~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地’

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり

咽最×台数）
蕊製造脅名 型式 |製造年月表誓号

参考事項台数又は
容器の数

備考 1 ~ この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6， 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて幟わない。

8~ 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高機度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11 . 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12. 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13. 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の桶には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例； 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31口に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25~ 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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6 月 28 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

22ｰ001 KVA 東芝 JEC-168 S54.2
冷却方式

LNAN
未定 1 台 680.0 kg 低濃度

囲い有、
掲示有

分別 なし

（第１面）

保管の場所

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-263-0115

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

石川県女性センター

　　　　理事長　能木場由紀子

金沢市三社町1番44号

100

廃棄物の種類

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

一般財団法人石川県女性センター

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

処理業者との
調整状況

変圧機

　前多友子

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

金沢市三社町1番44号

地下電気室内

076-263-0115

なし



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



様式第一号（－－〉 (第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ボリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書|出書 （保管事業者及び所有事業者用）

≦川県金沢市庁町王撤念綴?岬”
届出者 株式会牡イグジスタンス

佳,鼠順鰯磁:賊撚瀕貴
電話番号. TELO76-260-1 1 23

金沢市長

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別描置法第8条第1頃（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 年度のポリ蝋化ビフェニル廃棄物棒の保符及び処分”状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

匙

’ トマトピ､ル

金求免坊iaT I7137-/9
■■保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’ ’代表恥蒜彼仲ﾉ漣に將青 ｜｜ 電話番号 ’電話番号
特別管理産業廃棄物管理責任者の轆名及び氏嬬

o'7g－乏占、－〃23

’ ’ ■保管の場所

①前年度の3月3順に保替していたポリ墹化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 愚 ’ 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調繋状況

総重溌
(1台当たり

爵齪x台罰

番号 廃棄物の種類 定格

容鐘

台数又は

容器の数

容器の

姓状

閉い等

の有無

分別, 漏れ等の

混在鋤別おそれ

参簿事項製造者端 型式 製造年月表示記号鶚

－

’ ’
－

｜ ｜ ’
(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 散

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理｢1I
総意慨
(1台当たり璽

戯x台数1

番号 廃蕊物の種類 定格

容醗

台数又は

容器の数

参考事項
製造背名 型式 製造竿月 麦示記§蝉

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く‘, ）

廃棄物の型式等 蛾

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
番号 廃棄物の種類 総重溌

（1台当たり

重蹴x台鋤

参考事項定格

容蹴

台数又は

容器の数
製造者名 製造年月型式 褒示記･号等

’

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

処分を委託した場合
1 I

廃棄物の型式等
●

０

、

心

画
踊 自ら処分した場合

濃度
区分

総重量
（1台当たり

放母x台撒）

番号 廃棄物の種類 定格

容鐙

台数又は

容器の数
参考事項処分後の廃棄物の

種類及び処分先

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

製造者名 型式 製造年月 表示記号等

’
1
h

Ⅱ

ﾛ



王

(第3面）

＜2-誤り塩化ﾋﾌｪﾆﾙ使用製品について

卜乏卜b! 1し

金沢年庁町I可§マー{9

所在事業場の名称

所瀧事業場の所在地
■
■
世
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｐ
■
■
■
■
ｒ
Ｐ
■ |電話番号’電話番号'ftを取稔ｲﾕｨや職將音~~ ~~

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
貴任巻の職嬬及び氏名 の形-ZgO～//2､g

I
H

I
所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフエニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 麓

濃度

区分
総重麓
(1台当たり薗

徴x台数）

番号 製舶の種類 定格

容量

廃棄予定

隼月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数

参考事項
製造者名’ 型式 I製造年月 表示記号等

１
１
…
Ｉ

rB耀凌
三惑篭卵変圧器 低灌j蔓IMBI!"3015ow /Wざ管／ m

亀

恥’/亀
▲

Ｂ

■

■

■

■

■

ｐ

守

日

■■

ｑ

ｌ

②前年度中に新たに所有することとなった高濃慶ボリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く．以下洞じ。 ）

製品の秘式等 厳

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由

§
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ

総重瞳
(1台当たり鼠

錨x台数）

製品の種類番号 定格

容量

台数又は

容器の数

参考事項
製造者名 型式 ｜製造年月蛾示記号等



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ堀ヒビフェニル使用製品

製I品の型式等 獄

所有終了

年月'1

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又ば事業場の名称及び所在地
製品の種類番号 総電磁

(1台当たり箪

量x台数）

参考事項定格

容量

台数又は

窓器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

備考 1． この届出謝上、ポリ塩化ピプェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビブエニル使用製品の所有に係る鄭業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する‘溝報に班更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保篠事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること‘ また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例: 28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事薬場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入ずること。

5． 「廃棄物の種類」及び『製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製舶の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記戦されている「定格容愛」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び『表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビブエニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフエニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフエニルを使用する遡気磯器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、篭気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「堂」の欄のうち、 「総重麓」の欄に｛よ、ポリ塩化ビフェニルを使用する透気機器については、 1台当たりの重鐘に台数（個数）を掛けた重蛍を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの麓麓を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち骸当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ピフェニル廃乗物又は高濃
度ポリ塩化ビ．フェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピブェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ蛎化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビブェニル廃棄物の保笹の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビブェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃蕊物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃葉物を保腎している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶j ， 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃乗物を保管している場所のI司囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
ことc

14． 「保管の状況jの欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保職;しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 『漏れ等のおそれjの欄には、保犠中のポリ塩化ピブェニル廃棄物が獺れたりこぼれ薄ちたりするおそれの有無を記入すること‘



（第5面）
16． 「処分業者との調盤状況jの櫛には、高濃度ボリ塩化ビフエニル廃棄物及び商機度ポリ塩化ビフエニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ボリ塩化ビブェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

1 7. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△nlg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃乗物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと‘、

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由j及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継jのいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ボリ塩化ピブエニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること“
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビブエニル使用
製品以外のボリ塩化ビフエニル使用製品:こついては、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃慶ポリ塩化ビブェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ボリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビブエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビブエニル使用製品については
記戦しなくて構わない。

26． この届出に係るボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物笹理票の写し （廃蕊物処理法第12条の3第4項又は第.12条の5第5項の規定による送付を
受けた礎業廃棄物管理票の写しをいう。以~ﾄ同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること．なお、職-f･情報処理組繊を使用するた
めこれらの:欝類を添付することができない場合は、当該これらの欝類に代えて、当該これらの欝類に記載される事項に相当する事項を記録した甑磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること．ただし、 6月3()日において、睦業廃乗物管理粟の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき鵠類を添付することができないときは、その瀧業廃築物管理粟の写しの送付のあったロ又はその通知のあった11からLO[1以内に提出す
ること。

27．その他環境大匝が定める譜類及〔賭|遁府県知事が必要と認める撫類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ボリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (保管事業者及び所有事業者用）

鼻cユヨ 年＞月/学日
金沢市長 殿

跡仲所鶴状間町′､,と届出者

Ⅸゞ噸魏黒名総壁蕊窒兎田億幸
電話番号 ”＞‘ ‐できP1．9-1

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む｡ )ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k

の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1 .ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’’｜ 保管事業場の名称 株式会社石田

金沢市北間町ハ16’保管事業場の所在地

|電話番号電話番号’石田幸輔 076-238-2022特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’金沢市北間町ハ16保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

量 保管の状況廃棄物の型式等

処分予

定

年月

’

定格製造省名' 型式製造年月表零己号容量

台数又
は

容器の

数

濃度

区分

処理業者との

調整状況
漏れ等
の

おそれ

分別・

混在の

別

参考事項総重量
（1台当たﾄ〕

電且×台数）

番号 廃棄物の種類 容器の 囲い等
性状 の有無

I

【

1

ｌｌ
ｌ

ｌ

’
一

コンデンサー

(3kg以上） 50 K剛冨i謙 なし なし 分別 なし不明1 台19.0 kgLV-4形 1984. 5

(日本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

国
|廃棄物の型式等 量

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由’蕊 ｜製造蔀｜ “ゞ 製造年月壼示記、等
廃棄物の種類 総重量

（ 1台，％たり

荊段,･~台政）

参考事項台数又は

容器の数

’

’

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

’ ’ 量 ’廃棄物の型式等
濃度

区分欝
保管終了

年月日嚇，
保管終了

理由
移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地｜

’
１
１

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

l

製造者名
番号 総重量

（ ］台瑚たり

郡｡×台数）

廃棄物の種類 参考事項定格

容量
型式 製造年表示記号

月 等

台数又は

容器の数

■ ’ ’ ’
④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

| 量 ｜‐ ~ 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度

廃棄物の型式等

区分

織嘆

処分 処分後の廃棄物の区分

年月日 緬類及び処分先

■
■

処分

年月日

処分後の廃棄物の
禰類及び処分先

処分受託者の

名称

台数又は 総重量
容器の数紬鱒詩

番号 廃棄物の種類 参考事項

蕊…名
製造年
月

処分委託
年月日

処分

年月日

表示記号
等

－

１
１

I １
１

~ ’
’

■
’



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

’所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由口

参考事項総重量
( 1台当たり
覗賊×台数）

製品の種類番号 台数又は
容器の数

定格
容量

製造者名 型式 製造年月表示記号
等

番号 製品の種類

製品の型式等

定格
容量

｜ ｜ ’

’

製造者名 型式 |製造隼ハ
表示記号
等

廃棄の見込み

廃棄予定 処分業者との

年月 調整状況

皇
學

台数又は
容器の数

’ 総重量(1台当たり

亟瞳×台数）

濃度

区分
参考事項



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項総重量
（1台当たり
電隅×台数）

番号 製品の種類

蕊製造誉名 型式製造年月表誓箒
台数又は
容器の数

■■■

l . この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2． 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3~ 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5~ 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

1 1 . 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12~ 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例』 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16~ 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の棚には、実|際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22~ 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のボリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き記載するものである。

23 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処鯉組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。

］



様式第一号（一） (第九条、第一-'一条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

石川県金沢市田島町鋤7甲鮮も月』？'］
公益財団法人石川県ｽﾎｰﾂ協会

届出者

筐望繧山が雫迄ﾝ蔭，
（法人にあっては、始称及び代表者の氏名）

電話番号ウク‘-〃9－/”／

金沢市長 殿

綱1令細 5年6，38も

9
~~~

､
ノ

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

l .ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

i翁･ﾗ参/〈潟‘1供がシヅ協久
一

IW/JくうW/､ﾌセフターJ､7Zrk乙ヅE)ｸー(/ ）I保管事業場の名称

/全癖飼鳥阿ょ刃甲保管事業場の所在地
/

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏紹 ｜ 電話番号 ’獺話番号

一

R J､施落ﾉセ汲 ｡”－2Zﾂ-/"/
1

$0ﾒキ繩保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ピフエニル廃棄物

廃棄物の型式等 。
ｌ
一

回
岬
↓ 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況
台数又は'総重量廃棄物の種類番号 定格

容量 篭厚撫簔|綴ﾘ,W,, lWf
参考事項

製造者矧型式製造年月羨示記号等 り

』

た

数

虫
剖
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《
ｕ
〉
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ｌ
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(日本工業規格A列4番）
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(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフエニル廃棄物

量廃棄物の型式等

’
保管開始

理由
保管開始

年月日

濃度

区分
総重量
(1台当たり重
戯x台数）

参考事項台数又は

容器の数
定格

容量

廃棄物の種類番号 表示記号等製造年月製造者名1 型式 ’

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

量廃棄物の型式等
移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地鴬語了|保蟇雷了 参考事項｜

台数又は

容器の数

総重量
（1台当たり

重批x台数）

－了可 I

｜

製造者名’
廃棄物の種類番号 定格

容量
表示記号等製造年月型式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

’ ｜ 廃棄物の型式等 量
処分を委託した場合

話|処分蕊者の職’処分
年月日

処分受託者の
名称

自ら処分した場合
濃度

区分
参考事項

台数又は 総重量
（1台当たり

容器の数 重避x台数）
~

i

製造者名｜型式
処分委託
年月日

処分後の廃棄物の

種類及び処分先
処分
年月日

廃棄物の種類 定格

容量

番号 表示記号等製造年月

難讓
一
成
一
辻

z"f
剛趨日

ー

蘇臘
2，16に§龍烈i府

瀦㈱

1

帖へ'｜
I

恥1，､/ 患濃
熱琴 華騎

HT－5

ZI'@ 3WTz,･ 1

|勢泌 愛
菟撚謹話(.小り

〃
〃

〃 吟” 〃融:.'!'Rw!恋ハ 23r"
〃

戴湖
ヤ ノノ



(第3面）

2~ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

電話番号

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量
甲

■

Ｕ

巳

二

■

■

■

■

Ｂ

Ｂ

Ｂ

■

甲

■

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量x台数）

製品の種類番号 定格

容量

廃棄予定

年月

参考事項処分業者との

調整状況

台数又は

個数
製造者名 型式 製造年月俵示記号等 １

１
１
日

１
１

~
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

■

■

■

■

二

■

■

色

■

■

一

■

Ｐ

■

Ｐ

守

芯

●

●

早

争

●

Ｔ

Ｉ

守

り

争

辱

。

■

▼

▼

寺

、

◆

、

Ｆ

■

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等
昼
皐

I 所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

品x台数）

番号 製品の種類 参考事項定格

容量

台数又は

容器の数
製造者垢 型式 製造年月I表示記号等



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等
畳
皇

所有終了

年月日

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地
製品の種類番号 総重量

(1台当たり重

髄x台数）

参考事項定格

容量

台数又は

容器の数
製造者名 型式 製造年月 表示記号等

’

備考 1． この届出書は、ボリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9~ 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高機
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14~ 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15~ 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ピフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は､ '各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「誠渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第三十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5 年 6 月 5日

金沢市長 殿

届出者

住所金沢市鞍月東2丁目6番地

氏名公益財団法人石川県成人病予防センター
理事長 中泉 治雄

電話番号 076－237－6262

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第193

の規定に基づき、令和元年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1 ．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

l
lｊ

ｌ

保管事業場の名称 公益財団法人石川県成人病予防センター

保管事業場の所在地 金沢市鞍月東2丁目6番地

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 管理部次長（兼）総務課長 橋 宏明 076－237－6262

’保管の場所 (※保管事業場内で複数の住所がある場合記入）

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

’ ｜ ’ 量 保管の状況廃棄物の型式等

処分予
定

年月

台数又

は

容器の
数

濃度

区分

処理業者との

調整状況
分別・

混在の

別

漏れ等

の

おそれ

参考事項番号 廃棄物の種類 総重愚
（ ］台､¥たり

砠吐xfF数）

容器の

性状

定格

容睦

等
無

い
有

囲
の製造音名 型式製造年月

ｌ

~

■
■
■ ~~

■
■
■

’ ’Ｉ
■
■

’

I

’

’

該当なし (日本工業規格A列4番）



②～④該当なし（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量
濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

’
参考事項総重量

（1台当たり
砺哉×台数）

番号 廃棄物の種類 製造者名 型式 製造年月 表示記号
等

台数又は
容器の数

定格
容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
E=－，

町4

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

参考事項総重量
(1台､%たり
爪峨×台数）

番号 廃棄物の種類

蕊製造誉名型式製造年蒙示記号月 等
台数又は
容器の数

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等
１
１
“

●

■

■

●

■

Ｅ
■
令
凸
Ｂ
２

濃度
区分

参考事項総亜瞳
（1台､%たり
mIIt×台数）

番号 廃棄物の種類 処分
年月日

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称蕊製造脅名型式 製造年表示記号月 等

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

台数又は
容器の数



(第3面） ②該当なし

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 公益財団法人石川県成人病予防センター

所在事業場の所在地 金沢市鞍月東2丁目6番地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
管理部次長（兼）総務課長橋宏明 076－237－6262

’所在の場所 金沢市鞍月東2丁目6番地

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

■
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
Ⅱ
■
。
■

総重量
（1台淵たり
覗最×台数）

参考事項番号 製品の種類 定格
容晟

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数製造者名 型式 製造年月表示記号

等

30KVA機灘鰐 SWH-STS 1989変圧器（トランス） 令和8年4月 年次点検時に依頼
《
口１ 低濃度100-1

変圧器（トランス） 令和8年4月 年次点検時に依頼 1台30KVA 東芝 PT6-K6 1982 低濃度100-2

コンデンサー(3kg
未満）

令和8年4月 年次点検時に依頼 1台 低濃度IOKVA 東芝 ERTR-A6MR 1989100-3

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
理由

所有開始
年月日

所有開始
場所

参考事項製品の種類 総重量
（1台当たり
砺最×台数）

番号 台数又は
容器の数

定格
容最 製造者名 型式 製造年月表示記号

等



（第4面） 該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 鼠

所有終了
理由

所有終了
年月日

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号 製品の種類 総重量
( 1台､'iたり
砿峨×台数）蕊製造誉名 型式製造年月表寮暑

台数又は
容器の数

1． この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2． 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例: 28-001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「壁」の柵のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重屋に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例？ 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。
13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のボリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

2023年6月30日
金沢市長村山卓 殿

届出者

住所石川県金沢市北安江3丁目1番38号

氏名石川県漁業協同組合
代表理事組合長笹原丈光

電話番号076-268-1101

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条|〔

の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’ ｌ
ｌ
ｉ
ｌ

保管事業場の名称 石川県漁業協同組合かなざわ総合市場

石川県金沢市無堂寺町ヲ51番地保管事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 かなざわ総合市場総務部長木元洋平 076-268-1101

保管の場所 かなざわ総合市場内倉庫

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

’ 量廃棄物の型式等 ’ 保管の状況
処分予
定

年月

台数又
は

容器の
数

濃度

区分
処理業者との

調整状況
分別・
混在の
別

漏れ等
の

おそれ

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり

血迅×台数）

参考事項定格
容量

表示記号
等

容器の
性状

等
無

い
有

囲
の製造者名 型式 製造年月

(日本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

廃棄物の種類番号 総重量
（1台当たり
重赴×台数）

定格
容量

参考事項表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名’ 型式 ｜製造年月

■■■■
③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量~
濃度
区分

保管終了
年月日

了終
由

管
理

保 移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

廃棄物の種類番号 総重量
（ユ台当たり
並趾×台数）

定格
容量

製造年
月

参考事項表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重量
(1台当たり
亜趾×台数）

定格
容量

製造年
月

参考事項表示記号
等

処分
年月日

台数又は

容器の数
処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

製造者名 型式

FRH-2-

4016M~B

形

蛍光灯用安定
器

識
度

中間貯蔵・環境
安全事業(株）

東芝40 W 不明 ｜ 不明1 5 台 24.3 kg R5.7.5
■

手

RS8. 17

千



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称 石川県漁業協同組合かなざわ総合市場

石川県金沢市無量寺町ヲ51番地所在事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号
ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
かなざわ総合市場総務部長木元洋平 076-268-1101

所在の場所 石川県金沢市無量寺町ヲ51番地

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフエニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

製品の種類番号 総重量
(1台当たり
nt趾×台数）

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式 製造年月

変圧器（トランス） 10 KVAI 東芝 I PS6-K2 1 1973年 未定 未定1 《
ロ 低濃度73067721 2

’変圧器（トランス） 富士電機 未定1986年 未定2 300 KVA FHB-SO 台 低濃度A43 2

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
重避×台数）

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数製造年月 |表奮号製造者名｜ 型式



産業廃棄物管理票（マニフェスト､)E票
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蕊
業
場
）

鋼玉県さいたま市大童区下町惠丁目81番地』

ニニニアニー
氏名又は名称

中間貯織‘曝境安全塞業株就会批~ ＝、
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複
製
を
禁
じ
ま
す

類
似
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
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年
一
年
一
年

月

月

一

月

日

一

日

日

一(直行用） 発行元：公益社団法人全国産業資源循環連合会



様式第一号（一） （第九条、苑二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出害（保管事業者及び所有事業者用）

令和5 年 7 月 14 日

金沢市艮 殿

爪1出者 〒920-8580

住所 金沢市鞍月1－1
石川県県民文化スポーツ部

氏名 スポーツ振興課長村角美登
（注入にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 076-225 1391

(法蛎15条及び第19条において読み替えて準川する場合を含む。 ）ボリ噛化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に閲する特別措置法第8条第1項（法蛎15条及び第19条において計

の規定に基づき、令和4 年度のボリ塩化ビフェニル龍棄物等の保管撰び処分の状況等を届け出ます。

1. ボリ噛化ビフェニル廃棄物について

保管事難場の名称 石川県立武道館

〒920-0811 金沢市小坂町西8－3保管事業場の所｡劫

’ ’’ 電話番号館踵山本智秀 076-251-5721特別管理産業廃棄物管理貞任者の職名及び氏名

’ 石川県立武道館1Fボイラー室保管の場所

①lii年度の3j]31pに保管していたボリ塩化ビフェニル廃棄物

保管の状況廃棄物の咽式等 比

’
処分下定

年j」

濃度

区分

処理篭音との
調轤状況

分別・
混ｲfの

別

踊れ等
の

おそｵ1

参考事項廃棄物の極顛 総ilI品
（1台当たり

里■×台倣P

岳普 台数又は

容鵲の数

容器の
性状

囲い等
の有無

定桔
製造託名 型式 製過年月

容lⅡt

表示記号

等

L来舟〔芝汕

30 K1'A 地気 i PT6÷K4 S53 塩化ピフエニール
（株） I

PCB渦度

59mg/k9
i 台 275.0 kR 低濃度 なし 囲い有、掲示有混在

十島i
JJ．Lゾ

子氏1

JよL〆変圧器（トランス）
子房I
Je、畔ノ1

'~"'"' ‘卿| "『ゴ
PCB堀度

2, 2mg/k9
低濃度 なし 囲い有、掲示有混在

十八1
JJ、Lノ

ナ岸l~
Jふし〃コンデンサー（3kg以上） S53 塩化ピフェニール なし 1 台i nO kg２

~
~

.

｜
I

~
~
~［

(日本工業規i各A列4恭）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由製造者名 型式 製造年月 表示記号定格

容量 等 口
参考事項総重量

（1台当たり
､i賊×台数）

廃棄物の種類番号 台数又は
容器の数

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
皇
塁

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

参考事項総重量
（1台当たり
覗峨×台数）

番号 廃棄物の種類 定格
容量

型式製造年表示記号
月 等

台数又は
容器の数

製造者
名

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等 量

濃度
区分

参考事項総重量
( 1台当たり
砺縦×台数）

番号 廃棄物の種類 処分
年月日

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称蕊製穿型式製首年|表零号

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

台数又は
容器の数

該当なし

｜ ’



（第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 最

濃度
区分’ ’

参考事項総重量
（1台､'iたり
爪凧×台数）

製品の種類番号 処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

廃棄予定
年月

定格
容量

表示記号
等

製造年月製造者名 型式

該当なし

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等
亘
堅

所有開始
理由

所有開始
年月日

所有開始
場所

｜

’ ’
参考事項総重量

（1台当たり
Wt瞳×台数）

製品の種類番号 台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造者名

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地蕊製造着名 型式 |製造年月表奮号番号 製品の種類 総重量

（1台当たり
in賊×台数）

参考事項台数又は
容器の数

該当なし

1． この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2． 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の柵には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」のIIIIには、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10~ 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のボリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13~ 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のボリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17~ 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記戦する

こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の柵には、実際にボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたボリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ボリ塩化ビフェニル使用製姉の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて樅わない。

26~ この届出に係るボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二-i-七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5 年 7 月 14 日

金沢市長 殿

届出者 〒920-8580

住所 金沢市鞍月l－1
石川県県民文化スポーツ部

氏名 スポーツ振興課長村角美登
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 076-225-1391

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む｡ )ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措圏法第8条第1項（法第15条及び第19条において計

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1 ．ボIJ塩化ピフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 石川県立野魂場

保管事業場の所在地 〒920-0367金沢市北塚町東220

’ ’ ’特別管理産業廃棄物管理資任者の職名及び氏名 技師山田一郎 註話番号 076-268-1 121

’野球場1F倉邸内保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ピフエニル廃棄物

廃棄物の型式等 愚 保管の状況

処分予定

年月

濃度

区分

処理桑者との

闘整状況
分別・

混在の
別

踊れ等

の

おそれ

廃棄物の郁類 些砿品
〔1台Hたり

宜斌x台掴）

参考事項番号 台数又は
容器の数

容器の
性状

定絡

容肚

表示記号
等

囲い等
の有無

型式蜆道者名 盟造年月

低溜産

(5‘ 5且g/kg）
壇化ピフェニール 低濃度 なし変圧器（トランス） 50 KVA 三蕊電概 SFI 19M年 1 台 51 1.0 kg 囲い有、掲示有 分別 なし1

低湿度

(0.7口g/kg）
1964年 塩化ピフェニール 低湿度 なし 囲い有、掲示有 分別変圧器（トランス） 50 KVA 三挫姓侭 SFI 1 台 425. 0 kg なし２

低濃度

(2.8mg/kg）
Ⅱ

一

Ｋ

６
０

３
５

Ｐ
ＰＯ５ 塩化ピフェニール 低璽座 なし 囲い有、掲示有変圧器（トランス） 50 KVA 東芝 19閏年 i 台 267. 0 k9 分別 なし3

低渡度
(0.6口g/kg）

なし]964年 境化ピフェニール 425.0 k9 低漫度 囲い有、掲示有 分別 なし変圧器（トランス） 50 KYA三菱fu機 RA 1 台4

低濃没
(2.0口g/kg）

なしl50 KYA日立製作所 1984年 塩化ビフェニール 低混度 囲い有．掲示有 分別 なし変圧器（トランス） SOB 1 台 900.0 k95

低漫匪

(2. 2回g/kg）
約70 kg 低漫度 なし 囲い有、掲示有油遮断器 日新蝕侭 1964年 坦化ビフェニール 1 台 分別 なし100 A DH－1216

低浬慶
（ 1．6mg/kg）

約【04 kg 低濃度 なし 囲い有、掲示有戸上畑掘 1972年 埋化ピフェニール 1 台 分別 なし油入附閉器 200 A ST-A７

低溜庇

（ 21口g/kg1
塩化ピフェニール 1 台 48 k8 低渡度 なし 囲い有、掲示有油入|Ⅲ閉訟 100 A 列莊擬 S-H-2 1974年 分別 なし８

低霞庇
(0. 85日g/kg）

塩化ピフェニール 低渡度 なし 囲い有、掲示有変圧器（トランス） lOO KVA 三菱f､槻 SF-T 1983年 1 台 300. 0 kg 分別 なし9

低湿度
(2.4回g/kg）

485 k9三笠趣樋 1983年 坦化ピフェニール 1 台 低遇座 なし 囲い有、掲示有変圧器（トランス） 150 KVA RA-T 分別 なし10

三菱fu機 RA三菱fu機 RA ’
低濃座

(1.7m9/kg)
変圧器（トランス） 1983fI 塩化ピフェニーール 125 k9 低濃度 なし 囲い有、掲示有lO KVA 1 台 分別

手心I~

化LLJ11

(日本工業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由口

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
璽騒×台数）

参考事項定格
容量

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式 製造年月

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

総重量
（1台当たり
亜儲×台数）

番号 廃棄物の種類 参考事項
鑿|製鴬者| 型式|製育年|表奮号

台数又は
容器の数

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合 処分を委託した場合量

濃度
区分

総重量
（1台当たり
亜鼠×台数）

番号 廃棄物の種類 参考事項

蕊|製澤|型式|製曹年
処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

表示記号
等

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

該当なし

｜ ’



（第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 石川県立野球場

〒920-0367金沢市北塚町東220所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
技師山田一郎 076-268-1121

所在の場所 野球場lF倉庫内

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
重量×台数）

参考事項廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

定格
容量

台数又は
容器の数製造者名｜ 型式 ｜製造年月 |表奪己号

15' KvAI三需機| RA-"| 198!年変圧器（トランス） 6 台|3, 660.0 kg 低濃度I

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

総重量
(1台当たり
亜最×台数）

製品の種類 参考事項番号 定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号

等
製造者名 型式 製造年月

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地’

番号 製品の種類 総重量
(1台当たり
、最×台数）

参考事項
蕊|製造者名｜ 型式 |製造年月|表零号

台数又は
容器の数

該当なし

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の棚には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5~ 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には､ ~記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記戦されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

の規定 等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の欄には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたボリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のボリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23~ 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

の規定に基づき、令和3

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



様式第一号（一） （第九条、第二-'一条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和5年6月26日

金沢市長 殿

届出者
住所

氏名

電話番号

金沢市鞍月1丁目1

石川県知事 馳
（法人にあっては、名
076－225－1

ポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第‘項(法第15条及び第卿条において読み替え縫 含む｡ )
の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 |日石川県立図書館

〒920-0964金沢市本多町3丁目2番15号保管事業場の所在地

|電話番号’電話番号専門員山崎正志特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076－223－9588

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 保管の状況

》
定
瑚

台数又
は

容器の
数

濃度
区分

処理業者との
調整状況|雌着名|“|雌雫月|菱雷。

分別・
混在の
別

漏れ等
の

おそれ

参考事項総重最
（1台当たり
iKIit×台数）

番号 廃棄物の種類 容器の
性状

定格
容量

開い等
の有無

l l l l l l l l l l

(日本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

総重量
(1台当たり
砿賦×台数）

参考事項廃棄物の種類番号 台数又は
容器の数

表示記号
等

定格
容量

型式 ｜製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
亘
畢

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

参考事項総重量
（1台当たり
並錐×台数）

番号 廃棄物の種類

鑿|製造者名
製造年
月

台数又は
容器の数

表示記号
等

型式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等 量
濃度
区分

参考事項総重量
（1台当たり
砿最×台数）

番号 廃棄物の種類 処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

定格
容量

製造年
月

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

保管事業場の名称 旧石川県立図書館

〒920－0964金沢市本多町3丁目2番15号保管事業場の所在地

|電曹霧’

番
話号

電

1

1

1
専門員山崎正志特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 076－223－9588

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

参考事項総重堂
（1台当たり
亜量×台数）

製品の種類番号 廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

型式 製造年月製造者名

’
戸上電機
製作所

1964

年
未分析1 個開閉器 不明100 A H6－F28-23

戸上電機
製作所

1964

年
未分析1 個 不明開閉器 100 A H6-F28-24

1965

年
未分析1 個 不明変圧器（トランス） 三菱電機 RAT28-25 lOO KVA

1963

年
未分析1 個 不明変圧器（トランス） 三菱電機 SF－l28-26 50 KVA

1965

年
未分析1 個 不明変圧器（トランス） 三菱電機I SF128-27 50 KVA

1985

年
未分析1 個 不明変圧器（トランス） 東芝 HCTR-S328-28 200 KVA

コンデンサー(3kg
以上）

Ｖ

ｒ

ｌ

Ｋ

ａ

BRTR-

A6J2R

1982

年
未分析1 個 不明三菱電機7528-29

コンデンサー(3kg
以卜）

50 kv
ar

BRTR-

A6J2R

1982

年
未分析1 個 不明三菱電機28-30

コンデンサー(3kg
以上）

75 kv
ar

日本コン
デンサ

1977

年

NEF-

N66075R
未分析1 個 不明28-31

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項総重量
（1台当たり
愈量×台数）

製品の種類番号 台数又は
容器の数

定格
容量 型式 ｜製造年月|表零号製造者名



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

量製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項~総重量
（1台当たり
誼鹸×台数）

製品の種類番号 定格
容量

台数又は
容器の数製造年月|表零号製造者名｜ 型式

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の棚のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の棚には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」 とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」 とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外
のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて櫛わない。

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記栽される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



令和 5 年 5 月 ● 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

1
㈱弾電機
製作所

DSM 1973年 104kg 低濃度
囲い有、
掲示有

分別 なし

（第１面）

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

　　　　　076（225）1521

金沢市長

保管事業場の名称

石川県

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

（一財）石川県県民ふれあい公社　産業展示館3号館西面電気室

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

金沢市鞍月１丁目１番地

廃棄物の種類

保管の場所

開閉器 100A 1

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

石川県知事　　馳　　　浩

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

（日本産業規格　Ａ列４番）

処理業者との
調整状況

金沢市袋畠町南193番地

（一財）石川県県民ふれあい公社　産業展示館3号館西面電気室

076（268）1121

住　所

氏　名

電話番号

なし（鋼
鉄製）

技師　山田　一郎

濃度
区分



型式 製造年月

なし

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

なし

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量
型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

製造者名

定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量
濃度
区分

保管終了
年月日

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

なし

廃棄物の型式等

製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合廃棄物の型式等

表示記号
等

番号 廃棄物の種類 参考事項

参考事項
保管終了

理由
移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所

台数又は
容器の数

なし

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

なし

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量

所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

なし

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 5 年 6 月 15 日
金沢市長 殿

届出者   
住　所 金沢市鞍月１丁目１番地

氏　名

電話番号

の規定に基づき、令和 4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 石川県教員総合研修センター

保管事業場の所在地 石川県金沢市高尾町ウ３１番地１

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 企画管理専門員　今村　昌史 電話番号 076-298-3515

保管の場所 石川県金沢市高尾町ウ３１番地１

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 保管の状況

参考事項
製造者名 型式 製造年月

31-001 50 KVA 三菱電機 RA R6.3 1 台 425 kg 低濃度 なし 混在 なし

1-002 400 KVA 三菱電機 RAT R6.3 1 台 不明 低濃度 なし 混在 なし

4-003 100 KVA BAF-HA R6.3 1 台 不明 低濃度 なし 混在 なし

（日本産業規格　Ａ列４番）

石川県知事　　馳　　浩  （公印省略）

　（076-298-3515：石川県教員総合研修センター）

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分予定
年月

濃度
区分

処理業者との
調整状況定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

変圧器（トラ
ンス）

1973年
囲い有、
掲示有

濃度
0.86mg/kg

変圧器（トラ
ンス） 1974年

囲い有、
掲示有

濃度
0.66mg/kg

コンデンサー
（3kg以上）

指月電機
製作所

1974年
囲い有、
掲示有

濃度
4.3mg/kg



（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項
製造者名 型式 製造年月

なし

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日



（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 　石川県教員総合研修センター

所在事業場の所在地 　石川県金沢市高尾町ウ３１番地１

　主幹　　杉林　賢明 電話番号

所在の場所 　石川県金沢市高尾町ウ３１番地１

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

4-004 変圧器（トランス） 100 KVA 三菱電機 RAT R6.3 1 台 不明 低濃度

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

なし

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

　076-298-3515

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

1973年
濃度

1.1mg/kg

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

なし

備考 １．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ



























4-004　変圧器（トランス）

4-003　コンデンサー
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